
都市計画道路東京丸子横浜線(綱島地区)
街路整備事業に伴う測量説明会

平成30年5月22,24,26日

綱島地区センター

横浜市道路局建設課
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説明次第

１）事業の概要
２）測量作業の詳細
３）今後のスケジュール
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１）事業の概要
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東京丸子横浜線の概要
起点終点
規模
都市計画
整備状況

：港北区日吉町～神奈川区六角橋一丁目
：延長8,780m、幅員20m
：（当初）昭和21年8月26日、（最終変更）昭和47年3月10日
：整備延長1,780m、整備率20.3％(H29.9現在)

東京丸子横浜線

起点
港北区日吉三丁目

終点
神奈川区六角橋一丁目
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綱島地区の概要

事業名：
都市計画道路東京丸子横浜線（綱島地区）
街路整備事業

認可期間：
平成30年度中事業認可取得予定
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起点・終点：
箕輪町二丁目から綱島東一丁目
（北綱島交差点付近～綱島駅交差点付近）

規模：
延長970m、幅員20m
(歩道2.5m×2、車道15m 4車線)
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道路幅員（標準部）

現 況 整備後

（単位：ｍ）

2.5 2.5
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２）測量作業の詳細
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２．測量作業の詳細

①測量範囲

②現地測量

③道水路等境界調査

④境界調査測量

⑤測量会社の紹介
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①測量範囲
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事業区間の沿道から概ね２画地を測量の範囲

としています。



②現地測量

現在の道路や道路沿いの地形や地物
の位置関係や地盤高さなどを正確に測
定し、平面図を作成する作業
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・道路から建物の位置や、出入口の高さを測定
する作業を行う際、沿道の皆様の敷地に立ち入
らせていただくことになります。

・測量業者から立入の日時を事前にご案内させ
ていただきます。



平面図(例)
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③道水路等境界調査

横浜市が所有する道路や水路等と皆様が所
有する土地との境界を確認、確定する作業
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・この作業は、港北土木事務所の業務となります
ので、港北土木事務所から立会の日時をご案内
をさせていただきます。



立会依頼書
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道路境界の
確認、確定

：道路境界を確認、確定する土地所有者

道水路等境界調査（例１）

：隣接の土地所有者

：道路の反対側の土地所有者
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水路境界の
確認、確定

：水路境界を確認、確定する土地所有者

道水路等境界調査（例２）

：隣接の土地所有者

：水路の反対側の土地所有者
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公図連続図

この図は公図を転写しつなぎ合わせたものであり、実際とは異なります。
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④境界調査測量

沿道の皆様が所有する土地と隣接する
土地の境界を確認、確定する作業
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・建設課から立会の日時を事前にご案内させて
いただきます。

・現地立会が道水路等境界調査と境界調査測量
の両方ある方は、立会の日付を同日となるなど、
調整させていただきますが、お待ちいただく場合
もありますので、ご了承ください。



民民境界の
確認、確定

：民民境界を確認、確定する土地所有者
：隣接の土地所有者

境界調査測量（例１）
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民民境界の
確認、確定

境界調査測量（例２）

：民民境界を確認、確定する土地所有者
：隣接の土地所有者
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⑤測量会社の紹介

測量作業従事会社

和晃測量（株）
担当 岩本（いわもと）

ＴＥＬ０４５－９３２－２１１５

身分証明書
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腕章



３）今後のスケジュール
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新駅（（仮称）新綱島駅）へのアクセス向上のため、１日でも早く、
道路拡幅の効果が得られるよう整備を進めてまいりますので、
ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

今後のスケジュール（予定）

平成30年度
上期

測量説明会（今回）
調査測量 道路設計

平成30年度
下期 関係機関協議等（警察、占用企業者など）

用地取得等の協議及び契約

平成33年度
～

工事説明会(ある一定程度の用地取得完了後)

工事施工
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平成31年度

道路設計・用地補償説明会



（問い合わせ先）

横浜市道路局建設部建設課

担当 鈴木 ・ 五十嵐 ・ 井上

ＴＥＬ ０４５－６７１－３５２６
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